
 

自転車教室＆ 

くさつ発見サイクリング 実施要項 
 

趣旨：楽しみながら自転車に乗車する技術を磨き、それを実践することで老若男女問わず自転車が関係す

る交通事故の撲滅を目指します。 

   また実際にサイクリングしながら、草津の魅力を五感で感じて発見していただきます。 

 

主催：くさつサイクルフェスタ実行委員会 

主管：びわ湖守山・自転車新文化推進協議会（愛称：びーもサイクル協議会） 

後援：草津市、草津市観光物産協会 

 

１． 実施期日 平成３１年３月 21 日（日） 小雨決行  

       

２． 実施会場：草津川跡地公園（ａｉ彩ひろば） 滋賀県草津市北山田町 3268 番地 1 

 

３． 日程 

   １０時００分～１０時２０分 受付 

１０時２０分～１０時３０分 スケジュール・注意事項連絡 

   １０時３０分～１１時３０分 【第１部】自転車教室 

   １１時３０分～１１時４５分 サイクリングルール説明 

   １２時００分～１４時５０分 【第２部】草津サイクリング 

   １４時５０分～１５時００分 閉会 

 

４． プログラム内容 

【第１部】 自転車教室 

自転車基本操作練習（まっすぐ走って止まる、一本橋走行、スラローム走行、集団走

行のルールなど） 

【第２部】 くさつ発見サイクリング（約１７㎞の行程になります） 

ハンドサイン（手信号）を使いながら、交通ルールに則ったサイクリングの実施。 

        行程： 

ai 彩広場→脇本陣ベーカリーにて昼食（パンとドリンク）→松利老舗様でたび丸どら

やき作り体験→矢橋道→矢橋港跡→矢橋帰帆島→湖岸道路→ai 彩広場  

 

５． 定員 【第 1 部：自転車教室】 【第 2 部：草津じてんしゃ散歩】 共に各 20 名 

    ※先着順。募集期間内であっても定員に達し次第、締切ります 

    ※1 部と 2 部両方の参加、もしくは片方のみの参加もできます。  

 

６． 参加資格 

【第 1 部：自転車教室】3 歳以上。三輪車は不可。小学生以下のお子様には保護者の同伴が 

     必要です。 

【第 2 部：体験サイクリング】６歳以上。三輪車や補助輪付き車はご遠慮ください。 

     小学３年生以下のお子様が参加される場合は、保護者の方の参加も必要となります。 

 

７． 注意事項 

（１） 使用できる自転車：事前に自転車店で安全点検いただいた自転車であれば、車種は問いませ

ん。但し、ピストバイク（固定ギア）は使用不可とします。 

 

 

http://www.seibu-la.co.jp/kusatsugawa-atochi-park/


 

（２） ヘルメットの着用について：本イベントは、小学生以下の参加者のヘルメット着用を必須と

します。それ以外の方も、２０１６年１０月１日から施行された「滋賀県自転車の安全で適

正な利用の促進に関する条例」に基づき、ヘルメット着用を推奨します。 

   ※保護者の方のヘルメットについては当日数個は貸し出し可能ですが、数に限りがあります 

    ので、可能な限り自身でご用意ください。 

（３） 疾病および負傷について応急処置は取りますが、以後の治療は本人負担となりますので健康

保険証等必要書類を持参してください。 

（４） 必要最低限の保険（死亡・後遺障害 10,000 千円、入院日額 5,000 円、通院日額 3,000

円）に入っていますが、不足する場合は別途個人で保険に入ってください 

（５） 会場は、ゴミ箱がありません。必ずごみ袋を持参し、ごみの持ち帰りにご協力下さい。 

（６） 参加申込の受付確認書などの送付は行ないません。当日会場に直接お越し下さい。 

 

８．参加料 

   ①1 部のみの参加の方：無料 

②1 部・2 部の両方参加、もしくは 2 部のみ参加の方：500 円 

 

９．申し込み方法 

 ・1 部、2 部それぞれ、くさつサイクルフェスタ HP にある＜申し込みフォーム＞へ必要事項を 

  記載の上申し込みください。 

   ・2 部参加の方は当日受付にて参加費 500 円をいただきます。 

 

10．申し込み締め切り 

   平成３１年３月１５日（金）  

 

11．その他 

  （１）当日、気象警報等により中止になる場合は、当日午前 6 時にくさつサイクルフェスタ HP に

て発表いたします。 

誓約書（エントリーされた方はこの誓約書に同意されたものと見なします） 

私は本大会に参加するに当たり、自分自身の健康管理に細心の注意を払い、交通法規を順守し、万

一の事故、疾病に際しては主催者に対し、その責任を問わず、自己の責任において処理することを

誓います。 

未成年者参加の場合、保護者が上記誓約書記載内容に同意の上で参加させることを誓います。 

個人情報、肖像権の管理について 

 本大会で主催者が取得した個人情報（氏名、生年月日、写真など）は、本大会の運営（ポスター、

プログラムなど）にのみ使用いたします。また、新聞などメディアに掲載される場合があります。 

滋賀県からのお知らせ 
 

２０１６年１０月１日より施行された「滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」で、

自転車の損害賠償保険加入が義務化されました。 


